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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
八
十
六
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
北
区
長

か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

北
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
二
級
基
準
点
測
量
、
三
級
基
準
点

測
量
及
び
四
級
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

北
区
豊
島
六
丁
目
、
豊
島
七
丁
目
、
豊
島
八
丁

目
、
上
十
条
五
丁
目
、
西
が
丘
二
丁
目
、
赤
羽

西
三
丁
目
及
び
十
条
仲
原
四
丁
目
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
五
月
十
五
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
十

五
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
八
十
七
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
北
区
長

か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

北
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
二
級
基
準
点
測
量
、
三
級
基
準
点

測
量
及
び
四
級
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

北
区
滝
野
川
一
丁
目
、
滝
野
川
七
丁
目
、
田
端

四
丁
目
、
赤
羽
西
二
丁
目
、
赤
羽
三
丁
目
、
岩

淵
町
、
豊
島
四
丁
目
、
上
中
里
二
丁
目
、
西
が

丘
二
丁
目
、
上
十
条
二
丁
目
、
上
十
条
三
丁
目

及
び
上
十
条
四
丁
目
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
二
年
十
一
月
四
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
十

五
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
八
十
八
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
独
立
行

政
法
人
都
市
再
生
機
構
東
日
本
都
市
再
生
本
部
長
か
ら
次
の
よ
う
に

測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
東
日
本
都
市
再

生
本
部

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）
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三

測
量
の
区
域

港
区
高
輪
三
丁
目
及
び
高
輪
四
丁
目
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら
令
和
四
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
八
十
九
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交

通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
下
流
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
よ
う
に

測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
下
流
河
川

事
務
所

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
Ｕ
Ａ
Ｖ
写
真
点
群
測
量
及
び
Ｕ
Ａ

Ｖ
レ
ー
ザ
測
量
）

三

測
量
の
区
域

江
戸
川
区
小
松
川
一
丁
目
、
小
松
川
二
丁
目
、

小
松
川
三
丁
目
、
墨
田
区
八
広
六
丁
目
、
東
墨

田
二
丁
目
、
東
墨
田
三
丁
目
、
葛
飾
区
四
つ
木

一
丁
目
及
び
東
四
つ
木
三
丁
目
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
令
和
四
年
三
月

二
十
五
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
島
市

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

昭
島
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

昭
島
市
中
神
町
、
宮
沢
町
、
大
神
町
及
び
築
地

町
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
一
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
板
橋
区

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

板
橋
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
用
地
測
量
）

三

測
量
の
区
域

板
橋
区
成
増
二
丁
目
及
び
成
増
三
丁
目
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
四
年
六
月
十
四
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
二

日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
二
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交

通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
下
流
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
よ
う
に

測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
下
流
河
川

事
務
所

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
Ｕ
Ａ
Ｖ
レ
ー
ザ
測
量
）

三

測
量
の
区
域

葛
飾
区
東
四
つ
木
一
丁
目
及
び
東
四
つ
木
三
丁

目
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
五
年
二
月

二
十
八
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
三
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
足
立
区

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

足
立
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

足
立
区
千
住
橋
戸
町
（
西
部
）
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明
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指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
四
年
六

月
二
十
七
日

㈠

次
に
掲
げ

る
地
番
の
全

部武
蔵
村
山
市

榎
三
丁
目
十
五

番
一
地
先
、
十

七
番
十
一
地
先
、

三
十
二
番
三
地

先
、
三
十
四
番

十
八
地
先
、
三

十
五
番
十
七
地

先
、
三
十
八
番

十
九
地
先
、
百

八
番
三
地
先
及

び
百
十
三
番
七

地
先

延
長

八
〇
六
・
〇
〇

幅
員

〇
・
一
〇

〜
一
四
・
○
○

㈡

次
に
掲
げ

る
地
番
の
一

部武
蔵
村
山
市

榎
三
丁
目
十
五

番
一
、
同
番
二
、

十
七
番
一
、
同

番
十
一
、
同
番

十
二
、
同
番
十

四
、
十
八
番
一
、

同
番
四
、
同
番

五
、
同
番
七
、

二
十
番
二
、
同

番
七
か
ら
同
番

十
ま
で
、
二
十

二
番
二
、
二
十

三
番
一
、
二
十

六
番
二
十
三
、

同
番
四
十
一
か

ら
同
番
四
十
四

ま
で
、
二
十
七

番
一
、
同
番
二
、

二
十
八
番
一
、

二
十
九
番
一
か

ら
同
番
七
ま
で
、

三
十
番
二
、
同

番
三
、
同
番
七
、

三
十
一
番
一
、

三
十
二
番
三
、

同
番
四
、
三
十

三
番
十
三
、
同

番
十
四
、
同
番

十
六
、
三
十
四

番
十
八
、
三
十

五
番
一
、
同
番

二
、
同
番
四
か

ら
同
番
八
ま
で
、

同
番
十
、
同
番

十
七
か
ら
同
番

二
十
四
ま
で
、

三
十
六
番
一
か

ら
同
番
十
ま
で
、

同
番
十
五
、
同

番
十
六
、
三
十

七
番
一
か
ら
同

番
六
ま
で
、
三

十
八
番
三
、
同

番
七
、
同
番
八
、

同
番
十
、
同
番

十
四
、
同
番
十

九
、
同
番
二
十

四
、
同
番
二
十

六
、
同
番
二
十

七
、
同
番
三
十

か
ら
同
番
三
十

三
ま
で
、
同
番

三
十
五
、
四
十

二
番
二
十
三
、

七
十
番
三
、
同

番
七
、
同
番
八
、

同
番
十
、
同
番

十
八
、
百
八
番

三
、
同
番
四
、

百
九
番
一
、
同

番
四
、
同
番
七
、

同
番
八
、
百
十

三
番
六
、
同
番

七
、
百
十
六
番

五
及
び
同
番
六

◉
東
京
都
告
示
第
千
九
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
千
三
百
八
十
一

号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
西
東
京
市
柳
沢
一

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

二
二
九
、
五
八
〇

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条

第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一
、
五
三
四
、
八
七
四

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
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超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
区
名

数

千
代
田
区
選
挙
区

１８,１２４

中
央
区
選
挙
区

４６,２７０

港
区
選
挙
区

６７,９４５

新
宿
区
選
挙
区

９１,７５４

文
京
区
選
挙
区

６１,５７９

台
東
区
選
挙
区

５６,８３６

墨
田
区
選
挙
区

７７,６２０

江
東
区
選
挙
区

１３７,３６４

品
川
区
選
挙
区

１１２,７９５

目
黒
区
選
挙
区

７８,２０５

大
田
区
選
挙
区

１６９,３４２

世
田
谷
区
選
挙
区

１９５,２５８

渋
谷
区
選
挙
区

６４,２６９

中
野
区
選
挙
区

９４,３５７

杉
並
区
選
挙
区

１４７,６７６

豊
島
区
選
挙
区

７７,１１１

北
区
選
挙
区

９６,５３４

荒
川
区
選
挙
区

５７,１２５

板
橋
区
選
挙
区

１４５,５０５

練
馬
区
選
挙
区

１６９,７９０

足
立
区
選
挙
区

１６１,５１２

葛
飾
区
選
挙
区

１２７,１４３

江
戸
川
区
選
挙
区

１５９,６６３

八
王
子
市
選
挙
区

１４５,６１３

立
川
市
選
挙
区

５１,６４３

武
蔵
野
市
選
挙
区

４１,６１２

三
鷹
市
選
挙
区

５３,００８

青
梅
市
選
挙
区

３７,４９２

府
中
市
選
挙
区

７２,０８５

昭
島
市
選
挙
区

３１,６１２

町
田
市
選
挙
区

１２０,４１５

小
金
井
市
選
挙
区

３４,６５８

小
平
市
選
挙
区

５３,７２２

日
野
市
選
挙
区

５２,２３２

西
東
京
市
選
挙
区

５７,２６２

西
多
摩
選
挙
区

６８,７５６

南
多
摩
選
挙
区

６７,０８８

北
多
摩
第
一
選
挙
区

８５,８４８

北
多
摩
第
二
選
挙
区

５７,１７８

北
多
摩
第
三
選
挙
区

８９,９５９

北
多
摩
第
四
選
挙
区

５３,７３３

島
部
選
挙
区

６,９３３

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17623号）東 京 都 公 報令和4年7月22日（金曜日）１５

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
２３７号

確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１６年

国
家
公

安
委
員
会
規
則
第
２３号

）
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
、
駐
車
監
視
員
資

格
者
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
同
規

則
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
４
年
７
月
２２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

記

１
講
習
の
実
施
日
時

⑴
第
１
回

ア
講
習

令
和
４
年
１２月

１２日
（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１３日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
１０分

ま
で

イ
考
査

令
和
４
年
１２月

２４日
（
土
曜
日
）

午
前
９
時
３０分

か
ら
午
前
１０時

３０分
ま
で

⑵
第
２
回

ア
講
習

令
和
４
年
１２月

１５日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
１６日

（
金
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
１０分

ま
で

イ
考
査

令
和
４
年
１２月

２４日
（
土
曜
日
）

午
後
２
時
５０分

か
ら
午
後
３
時
５０分

ま
で

⑶
第
３
回

ア
講
習

令
和
５
年
１
月
１６日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
１７日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
３０分

か
ら
午
後
５
時
４０分

ま
で

イ
考
査

令
和
５
年
１
月
２３日

（
月
曜
日
）

午
前
１０時

か
ら
午
前
１１時

ま
で

２
講
習
の
実
施
場
所

⑴
第
１
回
及
び
第
２
回

有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル

Ｂ
棟
５
階
会
議
室

江
東
区
有
明
三
丁
目
７
番
２６号

⑵
第
３
回

東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト

会
議
棟
６
階
会
議
室

江
東
区
有
明
三
丁
目
１１番

１
号

３
講
習
予
定
人
員

４４０名
（
予
定
人
員
に
な
り
次
第
締
め
切
る
。
）

な
お
、
講
習
予
定
人
員
の
う
ち
、
第
１
回
及
び
第
２
回
は
各
７０

名
、
第
３
回
は
３００名

と
す
る
。

４
申
込
手
続

⑴
受
付
期
間

令
和
４
年
１１月

１
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
１８日

（
金
曜

日
）
ま
で
。
た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
２３年

法
律
第
１７８号

）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

⑵
受
付
時
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑶
受
付
場
所

都
内
各
警
察
署
交
通
課

⑷
申
込
書
類

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書

１
通
（
駐
車
監
視

員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書
は
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
休
日
を
除
く
日
の
午
前
８
時

３０分
か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で
の
間
に
お
い
て
、
都
内
各
警
察

署
交
通
課
に
お
い
て
配
布
す
る
。
）

⑸
受
講
手
数
料

２０,０００円
（
申
込
時
に
、
警
察
署
会
計
係
又
は
会
計
厚
生
係

に
お
い
て
納
入
す
る
こ
と
。
）

⑹
講
習
の
実
施
日
時
及
び
実
施
場
所
の
通
知

申
出
者
が
受
講
す
る
講
習
の
実
施
日
時
及
び
実
施
場
所
に
つ

い
て
は
、
受
付
期
間
が
終
了
し
た
後
に
決
定
し
、
申
出
者
に
通

知
す
る
。

５
問
合
せ
先

警
視
庁
放
置
駐
車
対
策
セ
ン
タ
ー
企
画
運
用
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線

７８７０―５１２３

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明
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開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

あ
き
る
野
市
草
花
字
森
山
九
百
六

十
二
番
一
、
九
百
六
十
三
番
及
び

九
百
六
十
四
番

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

佐
藤

千
尋

日
野
市
栄
町
四
丁
目
二
十
一
番
二

十
三

立
川
市
泉
町
九
百
三
十
五
番
地

の
二
十
八

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社

支
配
人

稲
村

敏
伸

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

フ
レ
ス
ポ
若
葉
台
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｔ

二

店
舗
所
在
地

稲
城
市
若
葉
台
二
丁
目
一
番
地
一

三

設
置
者
名

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社

四

意
見

ア

聴
取
者

稲
城
市
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
四
年
七
月
五
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
八
月
二
十

二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す

る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に

定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

五
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


